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消費者ホットライン188番
の運用を開始

　消費生活センターなどの消費生活相

談窓口をご案内する「消費者ホットラ

イン」が、新たに３桁の番号「１８８番」

での運用を開始します。

「いやや（188）！泣き寝入り！」と

覚えてください

　契約、悪徳商法、製品・サービスに

よる事故などでお困りの場合には、一

相　談
人で悩まずに「消費者ホットライン１８８

番」をご利用ください（年末年始を除

いて、原則毎日ご利用いただけます）。

※なお、従来からの〔０５７０(０６４)３７０〕

もご利用可能です。

　また、次のとおり本市でも相談を受

け付けておりますので、気軽にご相談

ください。

●市消費者相談室　

とき　月～金曜日、午前９時～正午、

午後１時～４時（祝日、年末年始除く）

ところ　市役所１階市民相談室（内線

１８６）　※電話での相談もできます。

問い合わせ　商工観光課（内線４８３）

引きこもり相談窓口

　１５歳（中学校卒業後）からおおむね

３９歳までの人で引きこもりなどに悩ん

でいる人とその保護者を対象に、カウ

ンセラーによる相談を実施します。

とき　①８月２７日、②９月２４日、

午後１時～２時３０分、午後２時３０分～

４時　ところ　青少年センター

定員　各１人（申し込み先着順）　

参加費　無料

申し込み　①は８月６日～２０日、

②は９月７日～１７日までに社会教

育課へ（電話申し込み可）

各施設の電話番号は31ページをご覧ください

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日は休み）



ひきこもり学習会

　ひきこもりの支援について一緒に考

える学習会を開催します。

とき・内容　①８月２０日、午後２時

～４時＝漆葉　成彦さん（精神科医）

による講演「ひきこもりの理解と関わ

りかた」、②９月２日、午後２時～４

時＝石田　貴裕さん（南河内プラッツ

代表）による講演「ひきこもりから自

立に向けて～当事者支援の立場から家

族に伝えたいこと」

ところ　富田林保健所

対象者　ひきこもりの人やその家族、

支援者など　

定員　①②各５０人（申し込み先着順）

参加費　無料

申し込み　いずれも８月６日～１０日

までに、富田林保健所〔(２３)２６８４〕

へ

若さ・健康・体力アップ教室

とき　９月２日～１０月２１日の毎週水曜

日（９月２３日は除く）、午後１時３０分～

３時３０分（全７回）

ところ　けあぱる

内容　体力チェック、若さと健康を保

つための運動や食事のポイント、口の

ケアについてなど

対象者　市内在住で６５歳以上の人　

定員　３０人　

参加費　無料

申し込み　８月２３日までにウエルネ

スけあぱるへ　

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

食のボランティア・             
食生活改善推進員養成講座

　地域で食生活の改善や、市が推進す

る食育に関する事業に協働で活動して

いただくためのボランティアを養成す

る講座です。

とき　９月１４日、３０日、１０月１４日

、２１日、２６日、１１月５日、午

前１０時～正午（全６回）　※ただし、１０

月１４日、１１月５日は調理実習のた

め午前１０時～午後２時３０分に開催。

ところ　保健センター

内容　食生活や運動、休養についての

 

防災対策講座「ロケットス
トーブを作ろう！」

　非常時の簡易コンロとして東日本大

震災で活躍したロケットストーブを、

２０㍑のペール缶２個を使って作ってみ

ませんか。

とき　９月５日、１２日、午前９時３０

分～正午、１９日、

午前９時３０分～午

後２時（全３回）

ところ　金剛公民

館

内容　ロケットス

トーブの作成と試

験燃焼、簡単非常

食作り

対象者　市内在

住・在勤の人

持ち物　金切りバ

サミ、ペンチ、軍手（あれば皮製のも

の）　

定員　１６人　

参加費　無料（教材費４０００円実費）　

申し込み　８月１５日（必着）までに、

往復はがきに講座名、参加者の住所、

氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を記

入し、５８４-００７２高辺台二丁目１の２

　金剛公民館へ（申し込み多数の場合

抽選）　

※来館して申し込む場合は、返信用の

はがきを持参してください。

認知症予防教室

とき　９月４日～２５日の毎週金曜日、

午前９時４５分～１１時４５分（全４回）

ところ　けあぱる

内容　認知症に関する講義、認知症予

防に役立つ運動や食事など

対象者　市内在住で６５歳以上の人　

定員　３０人　

参加費　無料

申し込み　８月２５日までにウエルネ

スけあぱるへ　

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

講　座
話、調理実習、健康体操などの実技、

交流会など　

対象者　市内在住の人

定員　２５人（申し込み先着順）

参加費　１７００円（テキスト代、調理実

習の材料費含む）

申し込み　８月６日～、保健セン

ター〔(２８)５５２０〕へ

 

放送大学10月入学生募集

　放送大学は、テレビなどの放送やイ

ンターネットを利用して授業をする通

信制の大学で、福

祉、経済、歴史、

情報、心理学、文

学、自然科学など

幅広い分野が学べ

ます。

　現在、１０月入学生を募集しています。

募集要項などの資料を無料で送付しま

すので、詳しくはお問い合わせくださ

い。

願書受付期間　８月３１日まで

問い合わせ　放送大学大阪学習セン

ター〔０６(６７７３)６３２８〕　※ホームペー

ジ〔http://www.ouj.ac.jp/〕から出願す

ることもできます。

教　育

２３

市民アンケートに            
ご協力を

　本市では、市民の皆さんの意見

や評価を市政に反映させるため、

毎年「市民アンケート調査」を実

施しています。

　市政全般についての満足度・重

要度の傾向や男女共同参画につい

ての意識を把握するため、満２０歳

以上の市民の中から無作為に抽出

された１５００人の皆さんに、アン

ケート用紙を郵送します。

　８月下旬に郵送し

ますので、届いた人

はぜひ率直な意見を

お聴かせください。

問い合わせ　情報公開課（内線

１８１）



水道管緊急修繕業務を委託し
ています

　緊急の水漏れなどがあった場合、本

市では市管工事業協同組合（向陽台一

丁目３の１１）と委託契約しており、水

道管のトラブルに２４時間体制で対応し

ています（出張料は発生しません。た

だし、修繕費用は個人負担となります）。

問い合わせ　市管工事業協同組合

〔0120(032)497〕（月～金曜日、午

前９時～午後５時３０分）　※その他の

時間帯は市役所宿直室〔(２５)１０００〕

へご連絡ください。

水道の漏水にご注意ください

　水道水の使用量が増える原因には、

使用状況の変化や漏水、季節的な要因

などの理由が考えられます。

　特に漏水は、はじめのうちはわずか

でも、その量は日ごとに多くなってい

きます。これが続くと、貴重な水が無

駄になり料

金も高額に

なります。

水 道 メ ー

ターを確認

し、水道を

使用してい

ないのにパ

イロットが回転しているときは、漏水

の疑いがありますので市管工事業協同

組合〔０１２０(０３２)４９７〕へご相談くだ

さい。

 

けあぱる非常勤登録　　　　
ホームヘルパー募集

勤務時間　月～金曜日の他、土・日曜

日、祝日および早朝（午前８時以前）、夜

間（午後６時以降）

勤務形態　直接自宅から対象者宅を訪

問しケアする直行直帰制　

対象者　介護職員初任者研修以上修了

者（ホームヘルパー２級以上取得者）、

もしくはガイドヘルパー資格取得者

申し込み　休館日を除く午前９時～午

後５時にけあぱるへ

募　集

「デュアルシステム訓練」    
受講生募集

　府では、１５歳から３９歳までの就労を

めざす若者（レイブル）を対象に、同

訓練を実施します。

募集科目　ＪＯＢ実践科（レイブル向

け）

訓練期間　１０月１日～１２月２８日

※民間教育訓練実施施設での座学訓練

（１カ月）と企業などでの職業実習（２

カ月）。

定員　２０人

受講費　無料（テキスト代など実費）

申し込み　８月１１日までハローワー

ク河内長野（河内長野市昭栄町７の２）

〔(５３)３０８１〕へ

※９月３日に実施する面接試験によ

り受講生を決定します。

※応募資格や申し込み方法など詳しく

はお問い合わせください。

問い合わせ　府人材育成課委託訓練グ

ループ〔０６(６２１０)９５３１〕

 

国民年金の届け出を

　今年度の保険料は、月額１万５５９０円

です。

　保険料の納め忘れがあると、次のよ

うなことがありますのでご注意くださ

い。

①｢老齢基礎年金｣の受給額が少なく

なったり、受けられなくなったりする

ことがあります

②国民年金加入中な

どに、初診日のある

病気やけがで障がい

の状態になったとき

に支給される｢障害基礎年金｣が受けら

れないことがあります

③配偶者が死亡したときに、遺族（子

のある妻・夫、子）に対して支給され

る｢遺族基礎年金｣が受けられないこと

があります

■次のようなときは国民年金の届け出

をしましょう

　手続きには年金手帳、認め印の他、

次のとおり各種書類が必要です。

国民年金

●会社を辞めたとき（２０歳以上６０歳未

満の人）

・厚生年金や共済組合に加入していた

人が離職された場合＝雇用保険資格喪

失票、離職票、雇用保険受給資格者証

※共済の人は退職辞令が必要です。

●配偶者の扶養から外れたとき

・配偶者の離職により扶養から外れた

場合＝雇用保険資格喪失票、離職票、

雇用保険受給資格者証

・所得により扶養から外れた場合＝扶

養から外れた日の確認できる資格喪失

確認通知書など

●海外へ転出する（住所を海外に移

す）・海外から転入したとき

・外国人の場合＝入国日が分かるパス

ポートなど　

※届け出方法など詳しくはお問い合わ

せください。

問い合わせ　天王寺年金事務所国民年

金担当課〔０６(６７７２)７５３１〕

 

終活講座「あなたは安心して
旅立てますか？」

　自分らしい人生のエンディングにつ

いて学ぶ講座です。

とき　８月３０日、午後１時３０分～３

時３０分

ところ　総合福祉会館　※駐車場はあ

りませんので、公共交通機関をご利用

ください。

内容　坂口　 啓さん（坂口医院院

長）による終末期医療についての講演、

高齢者介護・看護の専門家を交えた質

疑応答など

定員　５０人（申し込み先着順）

参加費　無料

申し込み　８月６日～２３日（必着）

までに、はがきまたはＥメールで講座

名、参加者の氏名（ふりがな）、住所、

電話番号、終末期医療・介護・看護に

ついて尋ねたいことがあればその内容

を記入し、５８４-８６９１富田林郵便局私

書箱４０号　くすのき塾事務局〔Ｅメー

ルnpoksnk@gmail.com〕へ

問い合わせ　加藤　一敏さん〔０９０

(３０３９)３０６４〕

講　座

各施設の電話番号は31ページをご覧ください

２４



 

個人事業税納税通知書を送付
します

　８月上旬に納税通知書と第１期分お

よび第２期分の納付書をまとめて送付

しますので、それぞれの納付書で納期

限までに納めてください。

　第１期分の納期限は８月３１日で

す。また、第２期分の納期限は１１月３０

日ですので、納付書は大切に保管し、

納め忘れがないようお願いします。　

※納付には便利で安心、安全な口座振

替制度をご利用ください。

問い合わせ　南河内府税事務所〔(２５)

１１３１〕

家屋の一斉調査にご協力を

　税の公平性を図るため、既存家屋の

増改築や取り壊しなどの変更の有無を

確認する一斉調査を実施します。

　調査員が訪問したときは、ご協力を

お願いします。調査員は、「固定資産評

価補助員証」を携帯しています。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１５）

税
 

限度額適用認定証などの申請
を

　国民健康保険に加入している７０歳未

満の人が、入院や外来診療などで医療

機関を利用し、窓口での医療費の支払

額が自己負担限度額を超えた場合、「限

度額適用認定証」を提示することで、

窓口での支払額が自己負担限度額まで

となります。必要な人は交付申請をし

てください。

　また、市民税非課税世帯に属する人

には、窓口での高額な医療費の支払額

が自己負担限度額までとなるととも

に、入院時の食事代の一部負担（標準

負担額）が減額される「限度額適用・

標準負担額減額認定証」（７０歳未満＝白

色、７０歳以上７５歳未満＝ピンク色）を

交付しますので、必要な人は申請して

ください。

※すでに「限度額適用認定証」「限度額

適用・標準負担額減額認定証」をお持

ちの人も、有効期限が７月末になって

いますので更新が必要です。

申請に必要なもの

・国民健康保険証　

・ 高齢受給者証（７０歳以上７５歳未満の

人）

・ 入院時の領収書（２６年８月以降の入

院日数が９０日を越えている人）　

・ 前住所地の市町村が発行する世帯全

員の２７年度の所得証明書（２７年１月２

日以後に本市に転入した人）

申請の手続き　８月３日～、保険年

金課または金剛連絡所へ

問い合わせ　保険年金課（内線１５０、１８８）

国民健康保険
  

後期高齢者医療被保険者証が
変わりました

　８月１日から同被保険者証は『 橙 
だいだい

色』に変わりましたので、古い被保険

者証『水色』は使えません。新しい被

保険者証は７月に郵送しましたので、

届いていない人は連絡してください。

問い合わせ　福祉医療課（内線１５８、１５９）

後期高齢者医療保険料の納め
忘れはありませんか

　今年度の保険料が決定し、７月に「後

期高齢者医療保険料額決定（変更）通

知書」を郵送しています。

　普通徴収で口座振替を利用されてい

ない人は、お送りした納付書で忘れず

に納めてください。

問い合わせ 　福祉医療課（内線１５８、１５９）

 

安心して水道をお使いいただ
くために

　水道水は塩素で消毒していますが、

旅行などで長い間留守にされたときは、

ご家庭の給水管に水が長時間滞留し、

消毒の効果が薄れることがあります。

　また、給水管が鉛の場合、鉛がごく

わずかに溶け出すことがあります。通

常の使用では水質基準内で問題ありま

せんが、長時間使用しなかったときは、

念のためバケツ一杯分程度、飲み水以

外にお使いください。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７）

福　祉

上下水道

２５

※広告の問い合わせは、ＳＴ綜合広告〔０７２(３６８)１２２７・０７２(３６８)１２２８〕へ。


